
 

江 田 島 市 建 築 物 土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 交 付  

要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ，土 砂 災 害 か ら 市 民 の 生 命 及 び 身 体 を 守 る た め ，

社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 交 付 要 綱（ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 付 け 国

官 会 第 ２ ３ １ ７ 号 国 土 交 通 事 務 次 官 通 知 。以 下「 交 付 金 要 綱 」と

い う 。） 及 び 広 島 県 建 築 物 土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 交 付

要 綱 に 基 づ き ，土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の

推 進 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）第 ９ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 （ 以 下 「 特 別 警 戒 区 域 」 と い う 。）

内 の 既 存 不 適 格 の 住 宅・建 築 物 の 土 砂 災 害 対 策 改 修 を 実 施 す る 所

有 者 に 対 し て ，予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る こ と に つ

い て ，江 田 島 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 平 成 １ ６ 年 江 田 島 市 規 則 第 ５

０ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は ，次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

(１ )  土 砂 災 害 対 策 改 修  土 砂 災 害 に 対 す る 構 造 耐 力 上 の 安 全

性 を 有 し て い な い 住 宅 ・ 建 築 物 に 対 し ， 想 定 さ れ る 土 石 流 の

高 さ 及 び 衝 撃 力 に 応 じ て 定 め ら れ た 仕 様 を 満 た す 鉄 筋 コ ン

ク リ ー ト 造 の 外 壁 等 を 設 け る 等 の 改 修 を い う 。  

(２ ) 事 業 実 施 者  住 宅 ・ 建 築 物 の 土 砂 災 害 対 策 改 修 を 実 施 す る

建 物 所 有 者 で あ っ て ， 市 税 等 の 滞 納 が な い 者 を い う 。  

（ 補 助 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業（ 以 下「 補 助 事 業 」と い う 。）

は ， 事 業 実 施 者 が 行 う 住 宅 ・ 建 築 物 の 土 砂 災 害 対 策 改 修 と す る 。 

２  補 助 事 業 は ，次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る も の で な け れ ば な

ら な い 。  

(１ ) 土 砂 災 害 対 策 改 修 の 対 象 と す る 住 宅 ・ 建 築 物 （ 以 下 「 補 助



 

対 象 建 築 物 」 と い う 。） が 特 別 警 戒 区 域 内 に あ る こ と 。  

(２ ) 補 助 対 象 建 築 物 が 建 築 基 準 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３

３ ８ 号 ） 第 ８ ０ 条 の ３ の 規 定 に 適 合 し て い な い こ と 。  

(３ ) 土 砂 災 害 対 策 改 修 の 結 果 ，補 助 対 象 建 築 物 が 土 砂 災 害 に 対

し て 安 全 な 構 造 と な る こ と 。   

（ 補 助 対 象 経 費 等 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 補 助 対 象 経 費 」と

い う 。） は ， 事 業 実 施 者 が 住 宅 ・ 建 築 物 の 土 砂 災 害 対 策 改 修 に 要

す る 工 事 費 と し ， ３ ３ ０ 万 円 を 限 度 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 額 は ，補 助 対 象 経 費 に １ ０ ０ 分 の ２ ３ を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。こ の 場 合 に お い て ，算 出 さ れ た 額 に 千 円 未 満 の 端 数

が あ る と き は ， こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

３  補 助 金 の 交 付 は ，１ 件 の 補 助 対 象 建 築 物 に つ き １ 回 限 り と す る 。 

（ 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  事 業 実 施 者 は ，補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 場 合 は ，建

築 物 土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ）

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(２ ) 交 付 申 請 額 の 算 出 方 法 及 び 事 業 費 の 配 分 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

(３ ) 補 助 対 象 建 築 物 の 概 要 及 び 補 助 事 業 の 内 訳 （ 様 式 第 ４ 号 ） 

(４ ) 補 助 対 象 建 築 物 の 付 近 見 取 図 ， 配 置 図 （ 特 別 警 戒 区 域 が 記

載 さ れ た も の ）， 各 階 平 面 図 ， 立 地 図 ， 断 面 図 ， 構 造 図 ， 建

築 基 準 法 施 行 令 第 ８ ０ 条 の ３ の 規 定 へ の 適 合 検 討 書 及 び 現

況 写 真  

(５ )  補 助 対 象 建 築 物 に 係 る 登 記 事 項 証 明 書 そ の 他 補 助 対 象 建

築 物 の 所 有 者 が 確 認 で き る 書 類 で あ っ て ，交 付 申 請 日 か ら ３

か 月 以 内 に 交 付 さ れ た も の  

(６ ) 建 築 士 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ ２ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規

定 す る １ 級 建 築 士 又 は 同 条 第 ３ 項 に 規 定 す る ２ 級 建 築 士 で

あ っ て ，当 該 土 砂 災 害 対 策 改 修 に 係 る 構 造 設 計 を 行 っ た 建 築



 

士 以 外 の 者 が ，土 砂 災 害 対 策 の 計 画 が 建 築 基 準 法 施 行 令 第 ８

０ 条 の ３ の 規 定 に 適 合 す る こ と を 証 し た 書 類  

(７ ) 土 砂 災 害 対 策 に 要 す る 工 事 費 の 見 積 書 の 写 し  

(８ ) 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） の 規 定 に よ る 確

認 済 証 の 写 し 又 は 検 査 済 証 の 写 し（ 建 築 確 認 が 必 要 な 場 合 に

限 る 。）  

(９ ) 市 税 等 の 滞 納 が な い こ と を 証 明 す る も の  

(10)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の   

（ 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は ，前 条 の 規 定 に よ り 交 付 申 請 が あ っ た 場 合 は ，そ の

内 容 を 審 査 し ，補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は ，建 築 物 土 砂 災 害

対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ５ 号 ）に よ り 事

業 実 施 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  事 業 実 施 者 は ，前 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 後 で

な け れ ば ， 土 砂 災 害 対 策 改 修 を 行 っ て は な ら な い 。  

（ 交 付 の 条 件 ）  

第 ７ 条  規 則 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 付 す る 条 件 は ，次 の と お り

と す る 。  

(１ )  補 助 事 業 の 内 容 を 変 更 す る 場 合 又 は 補 助 金 の 額 に 変 更 が

生 じ る 場 合 は ，速 や か に 建 築 物 土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補

助 金 交 付 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 し ， 建 築 物

土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 交 付 変 更 承 認 通 知 書（ 様 式

第 ７ 号 ） に よ る 承 認 を 受 け る こ と 。  

(２ ) 補 助 事 業 を 中 止 し ， 又 は 廃 止 す る 場 合 は ， 速 や か に 建 築 物

土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 （ 様 式 第

８ 号 ） を 市 長 に 提 出 し ， 承 認 を 受 け る こ と 。  

(３ )  補 助 事 業 が 予 定 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 又 は 補 助 事 業 の

遂 行 が 困 難 に な っ た 場 合 は ，建 築 物 土 砂 災 害 対 策 促 進 事 業 完

了 期 日 変 更 報 告 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り ， 速 や か に 市 長 に 報

告 し ， こ れ に 対 す る 指 示 を 受 け る こ と 。  



 

２  市 長 は ，前 項 に 規 定 す る も の の ほ か ，補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達

成 す る た め に 必 要 な 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条  事 業 実 施 者 は ，補 助 事 業 が 完 了 し た と き は ，次 項 に 規 定 す

る 期 限 ま で に ，建 築 物 土 砂 災 害 対 策 促 進 事 業 完 了 実 績 報 告 書（ 様

式 第 １ ０ 号 ）に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て ，市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

(１ ) 完 了 実 績 一 覧 表 （ 様 式 第 １ １ 号 ）  

(２ ) 補 助 金 精 算 内 訳 （ 様 式 第 １ ２ 号 ）  

(３ ) 補 助 金 受 入 調 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ）  

(４ )  土 砂 災 害 対 策 に 要 す る 工 事 費 の 請 求 書 の 写 し 又 は 領 収 書

の 写 し  

(５ ) 土 砂 災 害 対 策 改 修 工 事 の 施 工 前 後 の 写 真  

(６ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

２  実 績 報 告 に 係 る 提 出 期 限 は ，補 助 事 業 完 了 の 日 か ら 起 算 し て １

か 月 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 日 の 属 す る 市

の 会 計 年 度 の ３ 月 １ ０ 日 の い ず れ か 早 い 日 と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 ９ 条  規 則 第 １ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 額 の 確 定 に あ

っ て は ， 建 築 物 土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 額 確 定 通 知 書

（ 様 式 第 １ ４ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  規 則 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 返 還 に あ っ て は ，建

築 物 土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 返 還 命 令 書（ 様 式 第 １ ５ 号  

） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 方 法 ）  

第 １ １ 条  補 助 金 は ，補 助 金 の 額 の 確 定 後 に 交 付 す る も の と し ，そ

の 請 求 に あ っ て は ，建 築 物 土 砂 災 害 対 策 改 修 促 進 事 業 補 助 金 精 算

払 請 求 書 （ 様 式 第 １ ６ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 帳 簿 等 の 保 存 期 間 ）  



 

第 １ ２ 条  規 則 第 ２ ２ 条 に 規 定 す る 市 長 が 定 め る 期 間 は ，補 助 事 業

の 完 了 し た 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 市 の 会 計

年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

（ 暴 力 団 の 排 除 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ，事 業 実 施 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は ，前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら ず ，補 助 金 を 交 付 し な い も の と

す る 。  

(１ ) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３

年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以 下 「 暴

力 団 」 と い う 。） 又 は 同 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下

「 暴 力 団 員 」 と い う 。）  

(２ ) 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者  

２  市 長 は ，補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 が 前 項 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と 認 め た と き は ，第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の

全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


